
事 務 連 絡 

令和４年 10 月 13 日 

                

各 

   

介護保険主管部（局） 御中 

 

各

   

 障害保健福祉主管部（局） 御中 

 

 

厚 生 労 働 省 障 害 保 健 福 祉 部 障 害 福 祉 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

  

 

介護サービス事業所等及び障害福祉サービス事業所等における 

車両による送迎に当たっての安全管理の徹底について 

 

平素より介護サービス事業所等及び障害福祉サービス事業所等（以下「各事業所等」という。）

の安全管理の徹底について、御理解・御尽力をいただきありがとうございます。 

この度、静岡県牧之原市において発生した、認定こども園の送迎バスに子どもが置き去りにさ

れ、亡くなるという大変痛ましい事案を受け、別添のとおりバス送迎に当たっての安全管理の徹

底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」を政府として取りまとめ、別紙のと

おり厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほかより周知しているところです。 

各事業所等におかれては、既に安全管理の徹底について御尽力いただいているところですが、

別添の緊急対策を受け、今一度、送迎時の利用者の安全管理について御留意いただくようお願い

したく、各都道府県、指定都市、中核市におかれましては、管内の各事業所等に対して、本件に

ついて周知いただくようお願いいたします。 

 

 

 

 

都道府県 

指定都市

中 核 市 

都道府県 

指定都市

中 核 市 
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事 務 連 絡 

令和４年１０月１２日 

各都道府県・市町村保育主管課 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課  

各都道府県私立学校主管課 

附属幼稚園又は特別支援学校を置く 御中 

国 立 大 学 法 人 担 当 課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課  

 

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 幼 児 教 育 課

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）付  

内閣府子ども・子育て本部参事官（認定こども園担当）付  

 

バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策 

「こどものバス送迎・安全徹底プラン」について 

 

平素より保育所等の安全管理の徹底について、御理解・御尽力をいただきありがとうございま

す。 

この度、静岡県牧之原市において発生した、認定こども園の送迎バスに子どもが置き去りにさ

れ、亡くなるという大変痛ましい事案を受け、別添１のとおりバス送迎に当たっての安全管理の

徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」を政府として取りまとめましたの

で、送付します。 

また、緊急対策本体に記載していることのほか、御留意いただきたい点について、下記のとお

り整理しました。 

つきましては、各都道府県・市町村保育主管課におかれては域内の保育所（認可外保育施設を

含む。）に対して、各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課におかれては所管の幼稚園

及び特別支援学校並びに域内の市町村教育委員会に対して、各都道府県私立学校主管課におか

れては所轄の幼稚園及び特別支援学校に対して、国立大学法人担当課におかれては附属の幼稚

園及び特別支援学校に対して、各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては

域内の市区町村認定こども園主管課及び所管・所轄の認定こども園に対して、このことについて

周知いただくようお願いします。 

記 

１ 所在確認や安全装置の装備の義務付けについて 

(１)関係改正府省令等の内容については、別途お示しする予定であるが、本改正を受けて各都道

別 紙
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府県等においては、児童福祉法第 45 条第１項の規定により定める条例等を施行日までに改正

いただく必要があるので留意すること。 

(２)緊急対策 p6 に記載しているとおり、所在確認や安全装置の装備の義務付けについては、関

係府省令等を今年 12 月に公布し、来年４月より施行する予定であること。また、「②送迎用バ

スへの安全装置の装備」については、施行から１年間は、経過措置を設ける予定であること。

ただし、可能な限り早期に装備するよう促すこととし、来年６月末までに安全装置を装備する

よう現場へ働きかけていただきたいこと。 

(３)経過措置期間内において安全装置の装備がなされるまでの間についても、バス送迎におけ

る安全管理を徹底するとともに、例えば、運転席に確認を促すチェックシートを備え付けると

ともに、車体後方に子どもの所在確認を行ったことを記録する書面を備えるなど、子どもが降

車した後に運転手等が車内の確認を怠ることがないようにするための所要の代替措置を講じ

ることとする予定であるため、留意すること。 

 

２ 安全管理マニュアルについて 

 別添２のとおりであること。そのうち「毎日使えるチェックシート」と「送迎業務モデル例」

については、編集可能媒体を内閣府ウェブサイトに掲載していること。 

本マニュアルは、バス送迎の安全管理に当たって、既にある園のマニュアルに追加して使用す

る、マニュアルを見直す際に参考にするなど、各園等での取組の補助資料として活用いただきた

いこと。なお、現場で運用していく中で、地方自治体や現場から出された工夫すべき点等の意見

や、静岡県の特別指導監査の結果等を踏まえ、今後の改訂には柔軟に対応するものであること。 

 

３ 万一重大な事案が発生した場合等の対応について 

 バス送迎においても、安全管理については、言うまでもなく、未然防止の徹底が肝要であるこ

と。その上で、万一重大な事案が発生した場合等には、各園等において、特に以下の点等につい

て留意いただきたいこと。 

(１) バス送迎における安全管理の体制や手順がどうなっていたのかを点検するとともに、一

時的に当該業務を休止した上で再発防止策を講じるなど、子どもの安全を最優先に対応するこ

と。また、その際、保護者等に対して、誠実な姿勢で、経緯や考えられる原因、園の安全管理、

事故後の対応等について、丁寧に説明すること。

(２) 当事者家族や在園児、その保護者等への精神的なケアも重要であり、必要に応じ、 ス

クールカウンセラーの派遣や、CRT（Crisis Response Team）、精神保健福祉センター、各都

道府県の公認心理師協会等の関係機関・関係団体との連携等を通じて外部の支援を積極的に

得ること。  

(３) 重大事案の背景には、いわゆる「ヒヤリ・ハット」があると考えられる。「教育・保育施設等

における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」（平成 28 年３月）を踏まえ、重大

事故の発生防止、予防のための組織的な取組を行うこと。なお、国においては、今後、行政や他の

施設に共有すべき、命の危険につながりかねないようなヒヤリ・ハット事例の収集などについて、

有識者や現場をよく知る団体関係者、先進自治体などの意見も伺いつつ、調査研究を実施する予定
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であること。 

 

４ その他 

 バス送迎以外についても、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のため

のガイドライン」や「学校の危機管理マニュアル作成の手引」(平成 30 年２月)等を踏まえ、安

全管理に遺漏のないよう適切に取り組まれたいこと。 

 また、幼児専用車に係る衝突時の安全対策については、「幼児専用車の車両安全性向上のため

のガイドライン」（平成 25 年３月 車両安全対策検討会）において、シートバックの後面に緩衝

材を装備すること等が望ましいとされていることにも留意すること。 

 

 

 

（本件担当） 

●認可保育所に関すること

厚⽣労働省⼦ども家庭局保育課 

企画調整係

tel：03-5253-1111（内線 4852,4854） 

●認可外保育施設に関すること 

厚⽣労働省⼦ども家庭局総務課

少⼦化総合対策室指導係 

tel：03-5253-1111（内線 4838）

 

●幼稚園及び特別⽀援学校に関すること

⽂部科学省総合教育政策局 

男⼥共同参画共⽣社会学習・安全課

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係 

tel：03-5253-4111（内線 2695）

 

●認定こども園に関すること

内閣府⼦ども・⼦育て本部 

参事官（認定こども園担当）付

tel：03-5253-2111（内線 38446，38374） 
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ド
・
ソ
フ
ト
両
面
の
安
全
対
策
を
視
察
し
、
園
長
等
と
の
意
見
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
９
月

2
0
日
・
2
9
日
の
２
回
に
わ
た
り
、
先
進
自
治
体
や
有
識
者
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施

有
識
者
か
ら
の
主
な
提
案

有
識
者
・
先
進
自
治
体
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
の
概
要

・
安
全
装
置
の
装
備
義
務
化

・
動
画
や
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
な
ど
、
効
果
的
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
在
り
方

・
重
大
事
故
の
背
景
に
あ
る
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
を
見
逃
さ
な
い
こ
と

・
す
べ
て
の
教
職
員
が
危
機
管
理
を
行
う
と
い
う
自
覚
を
も
つ
こ
と

・
個
々
の
職
員
の
努
力
を
超
え
た
部
分
で
の
安
全
対
策

・
安
全
に
対
す
る
高
い
意
識
を
持
続
す
る
た
め
の
工
夫

・
業
務
を
重
ね
て
増
や
さ
な
い
取
組
の
工
夫

先
進
自
治
体
の
主
な
取
組

・
車
両
送
迎
に
係
る
安
全
管
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
指
針
の
策
定

・
県
内
教
育
・
保
育
施
設
等
対
象
の
安
全
管
理
研
修
会

（
保
育
士
の
み
な
ら
ず
運
転
手
や
パ
ー
ト
職
員
を
含
め
た
全
職
員
を
対
象
）

・
指
導
監
査
の
見
直
し

（
鳥
取
県
、
福
岡
県
）

学
校
法

人
内
野

学
園

内
野

光
裕

理
事
長

／
全

国
小
規

模
保
育

協
議
会

駒
崎

弘
樹

理
事

東
一
の

江
幼
稚

園
田
澤

里
喜
園

長
／
吉

川
慎
之

介
記
念

基
金

吉
川

優
子

代
表
理

事

甲
南
大

学
前

田
正
子

教
授

／
東

京
学

芸
大

学
渡

邉
正

樹
教
授

3



・
園
児
の
バ
ス
降
車
時
に
、
運
転
者
、
乗
務
員
と
も
に
、
送
迎
用
バ
ス
に
幼
児
が
残
っ
て
い
な
い

か
、
確
認
を
行
わ
な
か
っ
た
。

・
運
転
者
は
、
通
常
は
送
迎
用
バ
ス
を
運
転
し
な
い
前
園
長
が
担
当
し
た
が
、
園
と
し
て
降
車
時

の
人
数
確
認
等
を
含
め
た
運
転
者
の
業
務
内
容
を
明
確
に
設
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
一
方
、
乗
務

員
は
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
か
ら
派
遣
さ
れ
た
者
が
担
当
し
た
が
、
当
該
者
に
は
、
降
車
時

の
人
数
確
認
等
を
業
務
内
容
と
し
て
求
め
て
い
な
か
っ
た
。

・
降
車
時
の
人
数
確
認
等
を
手
順
と
し
て
決
め
て
い
な
か
っ
た
。

・
当
園
は
、
登
園
管
理
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い
た
が
、
実
際
に
降
車
し
た
園
児
や
そ
の
人
数
を

確
認
せ
ず
に
シ
ス
テ
ム
に
入
力
す
る
な
ど
、
ミ
ス
を
防
ぐ
た
め
の
適
切
な
運
用
が
な
さ
れ
な
か
っ

た
。

・
ク
ラ
ス
補
助
の
職
員
に
対
し
、
園
は
登
園
管
理
シ
ス
テ
ム
の
適
切
な
確
認
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
伝

え
て
お
ら
ず
、
同
職
員
は
、
バ
ス
の
到
着
前
、
か
つ
、
保
護
者
に
伝
え
て
い
る
入
力
期
限
の
前

に
同
シ
ス
テ
ム
を
確
認
し
、
ク
ラ
ス
担
任
に
伝
え
た
が
、
最
終
入
力
情
報
を
確
認
し
な
か
っ
た
。

・
ク
ラ
ス
担
任
は
、
本
児
が
い
な
い
こ
と
を
認
識
し
、
欠
席
か
遅
刻
だ
と
思
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
保
護
者
へ
の
確
認
の
連
絡
を
し
な
か
っ
た
。

・
上
記
の
と
お
り
、
園
児
の
出
欠
に
つ
い
て
、
職
員
間
で
の
共
有
や
、
保
護
者
へ
の
確
認
が
で
き

て
い
な
か
っ
た
。

・
園
全
体
と
し
て
、
バ
ス
送
迎
に
関
し
、
所
在
確
認
等
の
置
き
去
り
防
止
の
た
め
の
必
要
な
手
順

を
決
め
、
各
職
員
に
周
知
す
る
こ
と
を
し
て
い
な
か
っ
た
。

今
回
の
事
案
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
園
の
対
応
の
問
題
点
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①
所
在
確
認
や
安
全
装
置
の
装
備
の
義
務
付
け

誰
が
運
転
・
乗
車
す
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
バ
ス
の
乗
車
・
降
車
時
に
、
幼
児
等

の
所
在
の
確
認
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

府
省
令
等
の
改
正
に
よ
り
、

幼
児
等
の
所
在
確
認
と
安
全
装
置
の
装
備
を
義
務
付
け
る
。

②
安
全
装
置
の
仕
様
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成

安
全
装
置
の
装
備
が
義
務
化
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
置
き
去
り
防
止
を
支
援
す

る
安
全
装
置
（
仮
称
）
の
仕
様
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
年
内
に
と
り
ま
と
め
る
。

③
安
全
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

車
側
の
対
策
で
あ
る
安
全
装
置
の
装
備
と
の
両
輪
と
し
て
、

送
迎
用
バ
ス
運
行
に

当
た
っ
て
園
の
現
場
に
役
に
立
ち
、
か
つ
、
分
か
り
や
す
く
、
簡
潔
な
、
安
全
管
理

の
徹
底
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
す
る
。

④
早
期
の
こ
ど
も
の
安
全
対
策
促
進
に
向
け
た
「
こ
ど
も
の
安
心
・
安
全
対
策
支
援

パ
ッ
ケ
ー
ジ
」

(
１
)
送
迎
用
バ
ス
へ
の
安
全
装
置
導
入
支
援

(
２
)
登
園
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入
支
援

(
３
)
こ
ど
も
の
見
守
り
タ
グ
（
Ｇ
Ｐ
Ｓ
）
の
導
入
支
援

(
４
)
安
全
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
動
画
配
信
や
研
修
の
実
施
等

緊
急
対
策
の
概
要

5



１
．
送
迎
バ
ス
の
安
全
装
置
装
備
の
義
務
化
に
つ
い
て

（
義
務
付
け
の
内
容
）

①
降
車
時
等
に
点
呼
等
に
よ
り
幼
児
等
の
所
在
を
確
認

②
送
迎
用
バ
ス
へ
の
安
全
装
置
の
装
備

（
法
的
効
果
等
）

・
指
導
監
査
等
に
お
い
て
、
各
園
側
で
適
切
な
対
応
が

行
わ
れ
て
い
る
か
確
認

・
義
務
違
反
は
、
業
務
停
止
命
令
等
の
対
象
事
由
。

当
該
命
令
違
反
は
、
罰
則
の
対
象
事
由
と
な
り
得
る
。

施
設

改
正
府

省
令

幼
稚
園

、
幼
稚

園
型

認
定
こ

ど
も
園

、

特
別
支

援
学
校

学
校
保

健
安
全

法
施

行
規
則

（
昭
和

三
十
三

年
文

部
省
令

第
十
八

号
）

幼
保
連

携
型
認

定
こ

ど
も
園

就
学
前

の
子
ど

も
に
関

す
る

教
育
、

保
育
等

の
総
合

的
な

提
供
の

推
進
に

関
す
る

法
律

施
行
規

則
（
平

成

二
十
六

年
内
閣

府
・

文
部
科

学
省
・

厚
生
労

働
省

令
第
二

号
）

保
育
所

、
保
育

所
型

認
定
こ

ど
も
園

児
童

福
祉

施
設
の

設
備
及

び
運
営

に
関

す
る
基

準
（
昭

和
二
十

三
年

厚
生
省

令
第
六

十
三
号

）

※
省
令

の
改
正

に
伴

う
条
例

の
改
正

を
要
す

る
。

緊
急
対
策
①
安
全
装
置
の
義
務
付
け
（
１
）

誰
が
運
転
・
乗
車
す
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
バ
ス
の
乗
車
・
降
車
時
に
幼
児
等
の
所
在
の
確
認
が

確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
府
省
令
等
の
改
正
に
よ
り
、
幼
児
等
の
所
在
確
認
と
安
全

装
置
の
装
備
を
義
務
付
け
る
。

（
今

後
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

）

令
和

４
年

1
1
月

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト

〃
1
2
月

公
布

令
和

５
年

４
月

施
行

※

※
②

に
つ

い
て

は
、

施
行

か
ら

１
年

間
は

経
過

措
置

を
設

け
る

6

※
地

方
裁

量
型
認

定
こ

ど
も
園

(
告

示
・

条
例

)
、

家
庭

的
保

育
事
業

・
小
規

模
保

育
事
業

・
事

業
所
内

保
育

事
業
（

厚
労

省
令

・
条
例

）
、
児

童
発

達
支
援

事
業

（
厚

労
省

令
・

条
例

）
、
放

課
後

等
デ

イ
サ
ー

ビ
ス

（
厚

労
省

令
・

条
例
）

、
認

可
外

保
育
施

設
(
通

知
)
は

、
（
）

内
に

記
載

し
た
別

途
の
措

置
を

行
う

。

※
小

学
校

以
上
の

学
校

（
文

科
省

令
の

幼
稚
園

と
同

じ
条

文
）
、

放
課

後
児

童
ク
ラ

ブ
（

厚
労

省
令

）
、

保
育
所

以
外

の
児

童
福
祉

施
設
（

助
産

施
設

、
児
童

遊

園
、

児
童

家
庭

セ
ン

タ
ー
を

除
く

）
（

厚
労
省

令
・

条
例

）
、

居
宅

訪
問
型

保
育

事
業

（
厚
労

省
令

・
条
例

）
は

、
②
は

義
務

付
け

な
い

が
、

（
）

内
に

記
載

し

た
措

置
に

よ
り

、
保

育
所
等

と
同

様
に

、
①
を

義
務

付
け

る
。

経
過
措

置
と
し

て
、

安
全
装

置
を
装

備
す
る

ま
で

の
間
は

、

降
車
後

に
車
内

の
確

認
を
怠

る
こ
と

が
な
い

よ
う

に
す
る

た
め
の

所
要
の

代
替

措
置
を

可
と
す

る
。



緊
急
対
策
①
安
全
装
置
の
義
務
付
け
（
２
）
整
理
表

幼
稚
園

（
特
別
⽀
援
学
校

幼
稚
部
、
幼
稚
園

型
認
定
こ
ど
も
園

含
む
）

幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園

※
１

地
⽅
裁
量
型

認
定
こ
ど
も
園

保
育
所
等

認
可
外

保
育
施
設

※
２

障
害
児

通
所
⽀
援
等

特
別
⽀
援
学
校

（
⼩
学
部
・
中
学

部
・
⾼
等
部
）

⼩
学
校
以
上
等

※
３

義
務
付
け
事
項

①
の
確
保

（
点
呼
）

〇

学
校
保
健
安
全
法
施

⾏
規
則
（
新
設
）

〇

学
校
保
健
安
全
法
施

⾏
規
則
を
準
⽤

（
新
設
）

〇

認
定
こ
ど
も
園
法
に

基
づ
く
⼤
⾂
告
⽰

（
新
設
）
＋
条
例

〇

児
童
福
祉
施
設
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
（
新
設
）
等

＋
条
例

〇

認
可
外
保
育
施
設
指

導
監
督
基
準
（
通

知
）
の
改
正

○

児
童
福
祉
法
に
基

づ
く
指
定
通
所
⽀

援
の
事
業
等
の
⼈

員
、
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準

（
新
設
）
等
＋
条

例

〇

学
校
保
健
安
全
法
施

⾏
規
則
（
新
設
）

〇

学
校
保
健
安
全
法
施

⾏
規
則
（
新
設
）
等

義
務
付
け
事
項

②
の
確
保

（
安
全
装
置
）

〇

学
校
保
健
安
全
法
施

⾏
規
則
（
新
設
）

〇

学
校
保
健
安
全
法
施

⾏
規
則
を
準
⽤

（
新
設
）

〇

認
定
こ
ど
も
園
法
に

基
づ
く
⼤
⾂
告
⽰

（
新
設
）
＋
条
例

〇

児
童
福
祉
施
設
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
（
新
設
）
等

＋
条
例

※
保
育
所
、
家
庭
的
保
育
事
業

等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を

除
く
。
）
、
児
童
発
達
⽀
援
セ

ン
タ
ー
に
限
る

〇

認
可
外
保
育
施
設
指

導
監
督
基
準
（
通

知
）
の
改
正

※
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
除
く

○

児
童
福
祉
法
に
基

づ
く
指
定
通
所
⽀

援
の
事
業
等
の
⼈

員
、
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準

（
新
設
）
等

＋
条
例

※
児
童
発
達
⽀
援
事
業
、
放
課

後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
限
る

〇

学
校
保
健
安
全
法
施

⾏
規
則
（
新
設
）

ー

実
効
性

〇

学
校
教
育
法
等

〇

認
定
こ
ど
も
園
法

〇

認
定
こ
ど
も
園
法

〇

児
童
福
祉
法
等

〇

児
童
福
祉
法

○

児
童
福
祉
法

〇

学
校
教
育
法
等

〇

学
校
教
育
法
等

※
１

就
学

前
の
子

ど
も

に
関

す
る

教
育

、
保
育

等
の

総
合

的
な
提

供
の

推
進

に
関
す

る
法

律
施

行
規

則
に

お
け
る

準
用

条
文

の
手
当

て
が
必

要
。

※
２

認
可

外
保
育

施
設

の
義

務
づ

け
に

つ
い
て

の
み

、
省

令
改
正

で
は

な
く

指
導
監

督
基

準
（

局
長

通
知

）
の
改

正
に

よ
り

行
う
予

定
。

※
３

放
課

後
児
童

ク
ラ

ブ
に

つ
い

て
は

、
小
学

校
以

上
と

同
等
の

措
置

を
講

ず
る
。

【
義
務

付
け
事

項
】

①
乗

車
・
降

車
時

に
点
呼

等
に
よ

り
幼
児

等
の

所
在
を

確
認
、

②
①

を
実

施
す
る

場
合
は

バ
ス

に
装
置

を
備
え

て
使

用
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
１
０
月
４
日
国
土
交
通
省
で
ワ
ー
キ
ン
グ
を
設
置
。

今
後
、
関
係
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
通
じ
、
年
末
ま
で
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
作
成
す
る
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
と
お
り
。

①
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
を
補
完
す
る
安
全
装
置
で
あ
る
こ
と
。

②
事
業
者
（
幼
稚
園
等
）
へ
の
過
度
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
既
販
車
に
も
後

付
け
可
能
な
安
全
装
置
も
視
野
に
入
れ
る
。

緊
急
対
策
②
置
き
去
り
防
止
を
支
援
す
る
安
全
装
置
（
仮
称
）
の
仕
様
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

置
き
去
り
防
止
を
支
援
す
る
安
全
装
置
（
仮
称
）
の
仕
様
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
関
係
府

省
令
の
改
正
に
よ
る
義
務
化
を
受
け
、
早
急
に
と
り
ま
と
め
を
行
う
。

日
程

取
組
み
内
容

１
０

月
４

日
幼
児

送
迎

用
バ

ス
安

全
対
策

W
G
立

ち
上

げ
・
第

１
回

開
催

→
車

両
の

安
全

に
お

け
る

対
策
の

方
針

・
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
骨

子
・

ヒ
ア
リ

ン
グ

の
質
問

票

に
つ

い
て

合
意

１
０

月
～

１
１

月
メ

ー
カ

ー
ヒ

ア
リ

ン
グ
等
を

通
じ

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

審
議

１
２

月
中

旬
幼

児
送

迎
用
バ

ス
安

全
対

策
W
G
最

終
回

開
催

装
置

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
策

定
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Ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ

ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ

緊
急
対
策
③
安
全
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

車
側
の
対
策
で
あ
る
安
全
装
置
の
装
備
と
の
両
輪
と
し
て
、
送
迎
用
バ
ス
運
行
に
当
た
っ
て
園
の

現
場
に
役
に
立
ち
、
か
つ
、
分
か
り
や
す
く
、
簡
潔
な
、
安
全
管
理
の
徹
底
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
策
定
す
る
。

◆
安
全
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
と
お
り
。

○
毎
日
使
え
る
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

毎
日
見
落
と
し
が
な
い
か
を
確
実
に
確
認
す
る
内
容

○
バ
ス
送
迎
の
業
務
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
ポ
イ
ン
ト
を
整
理

園
で
の
業
務
の
流
れ
が
適
切
か
確
認
す
る
内
容

○
置
き
去
り
事
故
ゼ
ロ
を
め
ざ
す

ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
事
例
の
共
有
、
こ
ど
も
自
ら
S
O
S
を
出
せ
る
支
援

バ
ス
の
ラ
ッ
ピ
ン
グ
や
ス
モ
ー
ク
ガ
ラ
ス
の
使
用
に
関
す
る
留
意
事
項

○
シ
ン
プ
ル
な
構
成

内
容
を
確
実
に
理
解
し
、
読
み
返
す
こ
と
が
負
担
に
な
ら
な
い
工
夫

※
現
場

で
運
用

し
て
い

く
中

で
、
工

夫
す
べ

き
点
な

ど
、

様
々
な

意
見
が

出
て
く

る
こ

と
が
想

定
さ
れ

る
。
こ

れ
ら

の
意
見

や
静
岡

県
の

特
別

指
導

監
査
の

結
果
な

ど
も

踏
ま
え

、
マ
ニ

ュ
ア
ル

の
改

訂
に
は

柔
軟
に

対
応
し

て
い

く
。

※
本
マ

ニ
ュ
ア

ル
を
各

都
道

府
県
等

に
周
知

す
る
際

の
事

務
連
絡

に
お
い

て
、
当

事
者

家
族
等

の
精
神

的
ケ
ア

の
必

要
性
に

つ
い
て

伝
達

※
行
政

や
他
の

施
設
に

共
有

す
べ
き

、
命
の

危
険
に

つ
な

が
り
か

ね
な
い

よ
う
な

ヒ
ヤ

リ
ハ
ッ

ト
事
例

の
収
集

や
共

有
の
方

法
な
ど

に
つ

い
て

、
有

識
者
や

現
場
を

よ
く

知
る
団

体
関
係

者
、
先

進
自

治
体
な

ど
の
意

見
も
伺

い
つ

つ
調
査

研
究
を

実
施
。
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２
．
安
全
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

(
１
)
送
迎
用
バ
ス
へ
の
安
全
装
置
の
導
入
支
援

装
備
が
義
務
化
さ
れ
る
ブ
ザ
ー
な
ど
、
車
内
の
幼
児
等
の
所
在
の
見
落
と
し
を

防
止
す
る
装
置
の
装
備
等
の
た
め
の
改
修
を
支
援

(
２
)
登
園
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入
支
援

幼
児
の
登
降
園
の
状
況
に
つ
い
て
、
保
護
者
か
ら
の
連
絡
を
容
易
に
す
る
と
と

も
に
、
職
員
間
で
の
確
認
・
共
有
を
支
援
す
る
た
め
の
登
園
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導

入
を
支
援

(
３
)
こ
ど
も
の
見
守
り
タ
グ
（
Ｇ
Ｐ
Ｓ
）
の
導
入
支
援

安
全
対
策
に
資
す
る
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
活
用
し
た
こ
ど
も
の
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
に
係
る

機
器
等
の
導
入
を
支
援

(
４
)
安
全
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
動
画
配
信
や
研
修
の
実
施
等

・
安
全
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
理
解
が
深
ま
る
よ
う
、
説
明
動
画
を
作
成
す
る
と
と

も
に
研
修
の
実
施
を
支
援

・
送
迎
用
バ
ス
に
装
備
す
る
安
全
装
置
の
推
奨
リ
ス
ト
を
作
成

緊
急
対
策
④

早
期

の
こ
ど
も
の
安

全
対

策
に
向

け
た
「
こ
ど
も
の
安

心
・
安

全
対

策
支

援
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」

1
0
月
末
を
目
途
に
と
り
ま
と
め
る
「
総
合
経
済
対
策
」
に
関
連
施
策
を
位
置
づ
け
、
早
期
に
財
政
措

置
を
講
じ
る
方
向
で
検
討

1
0



（
参
考
）

1
1



１
．

発
生
日

令
和

４
年

９
月

５
日

（
月

）

２
．

発
生

園

学
校

法
人

榛
原

学
園

川
崎
幼

稚
園

（
静

岡
県

牧
之

原
市

）

※
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

３
．

事
故

状
況

・
朝

８
時

４
８

分
、

送
迎

用
バ

ス
に

て
登

園
す

る
も

、
バ

ス
内
に
約

５
時

間
取

り
残

さ
れ

た
と

み
ら

れ
、

同
日

1
4
時
1
0
分
頃

、

バ
ス

内
に

て
心

肺
停

止
状

態
で

発
見

さ
れ

、
緊

急
搬

送
さ

れ
た
が
、

そ
の

後
病

院
で

死
亡

が
確

認
さ

れ
た

。

＜
経
過

＞

・
8
:
0
0

1
8
人
乗

り
の

中
型

バ
ス

に
運

転
手

、
乗

務
員

が
乗

車
し
園

を
出

発
。

運
転

手
は

普
段

の
職

員
で

は
な

か
っ

た
（

当

日
の

運
転

は
園

長
が

行
っ

た
）

。

・
8
:
4
8

本
児

を
含

め
６

名
の

園
児

を
乗

せ
た

バ
ス

が
園

に
到
着
。

乗
務

員
は

荷
物

を
持

ち
な

が
ら

、
小

さ
い

子
か

ら
降

ろ

し
た

。
他

の
子

に
は

自
分

で
降

り
て

く
る

よ
う

に
声

を
か

け
な
が
ら

門
を

開
け

園
内

に
入

っ
た

。
そ

の
際

、
本

児

が
降

り
た

の
か

確
認

し
て

い
な

か
っ

た
。

・
運

転
手

は
、

園
児

が
全

員
降

り
た

か
ど

う
か

確
認

し
な

か
っ

た
。

・
ク

ラ
ス

担
当

者
は

、
欠

席
等

の
連

絡
な

く
登

園
し
て
い

な
い

園
児

の
所

在
確

認
を

し
な

か
っ

た
。

・
1
4
:
1
0
頃

降
園
の

た
め

、
バ

ス
を

開
錠

す
る

と
、

運
転

手
と
乗

務
員

（
登

園
時

と
は

別
の

職
員

）
が

倒
れ

て
い

る
本

児

を
発

見
。

警
察

に
連

絡
、

救
急

車
を

要
請

・
1
4
:
3
0
頃

救
急
車

到
着

。
肺

蘇
生

法
等

を
実

施
し

、
病

院
へ

搬
送

静
岡
県
牧
之
原
市
の
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
事
案
概
要

1
2



当
該
事
案
を
受
け
た
初
動
対
応

事
案

発
生

翌
日

（
９
月

６
日

）
に
は
、
初

動
対

応
と
し
て
、
内

閣
府

・
文

部
科

学
省

・
厚

生
労

働
省

の
連

名
で
、

令
和

３
年

８
月

２
５
日

に
周

知
（
※

）
し
た
、
以

下
の
留

意
事

項
等

を
再

度
示
し
、
改

め
て
安

全
管

理
の
徹

底
に

つ
い
て
、
各

都
道

府
県
等

に
対

し
、
周

知
。

※
令
和

３
年
７

月
の
福

岡
県

中
間
市

の
認
可

保
育
所

で
の

同
様
の

事
案
を

受
け
、

行
っ

た
も
の

①
子
ど
も
の
欠
席
連
絡
等
の
出
欠
状
況
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
保
護
者
へ
の
速
や

か
な
確
認
及
び
職
員
間
に
お
け
る
情
報
共
有
を
徹
底
す
る
こ
と

②
登
園
時
や
散
歩
等
の
園
外
活
動
の
前
後
等
、
場
面
の
切
り
替
わ
り
に
お
け
る
子
ど
も

の
人
数
確
認
に
つ
い
て
、
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
の
体
制
を
と
る
等
し
て
徹
底
す
る
こ
と

③
送
迎
バ
ス
を
運
行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
事
故
防
止
に
努
め
る
観
点
か
ら
、

・
運
転
を
担
当
す
る
職
員
の
他
に
子
ど
も
の
対
応
が
で
き
る
職
員
の
同
乗
を
求
め
る
こ

と
が
望
ま
し
い
こ
と

・
子
ど
も
の
乗
車
時
及
び
降
車
時
に
座
席
や
人
数
の
確
認
を
実
施
し
、
そ
の
内
容
を
職

員
間
で
共
有
す
る
こ
と
等

留
意
事
項
等

1
3



○
今
回
の
静
岡
県
牧
之
原
市
内
の
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
、
大
変
痛
ま
し
い
事
故
を
踏
ま

え
、
政
府
と
し
て
、
子
供
の
安
全
を
守
る
た
め
の
万
全
の
対
策
を
講
じ
る
た
め
、
こ
ど
も
政

策
担
当
大
臣
を
中
心
に
、
関
係
府
省
が
連
携
し
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
、
以
下
の
事
項
に

取
り
組
ん
で
く
だ
さ
い
。

１
送
迎
バ
ス
を
有
す
る
全
て
の
園
に
対
し
て
緊
急
点
検
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県

や
市
町
村
の
協
力
を
得
て
、
実
地
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

２
今
回
の
事
案
が
な
ぜ
発
生
し
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
関
係

者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
行
い
、
徹
底
的
に
洗
い
出
す
こ
と
。

３
こ
ど
も
の
安
全
対
策
を
強
化
す
る
た
め
、
安
全
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
、
登
園
管
理
シ

ス
テ
ム
の
普
及
、
送
迎
バ
ス
の
安
全
装
置
改
修
支
援
な
ど
、
再
発
防
止
に
向
け
て
具
体
的
な

緊
急
対
応
策
を
、
1
0
月
中
に
、
と
り
ま
と
め
る
こ
と
。

総
理
指
示
（
令
和
４
年
９
月
９
日
）

1
4



１
．
緊
急
点
検

令
和
３
年
８
月
2
5
日
・
令
和
４
年
９
月
６
日
に
周
知
を
行
っ
た
安
全
管
理
の
徹
底
に
関
す
る

留
意
事
項
等
を
踏
ま
え
て
、
安
全
管
理
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
、
送
迎
バ
ス
を
有
す
る

全
て
の
施
設
に
対
し
て
、
緊
急
点
検
を
実
施
。

※
令
和
３
年
９
月
か
ら
点
検
実
施
ま
で
の
状
況
を
調
査
対
象
と
す
る
。

２
．
実
地
調
査

送
迎
バ
ス
を
有
す
る
施
設
に
対
し
て
、
地
方
自
治
体
に
よ
る
、
バ
ス
送
迎
に
当
た
っ
て
の
安

全
管
理
に
関
す
る
実
地
調
査
を
実
施
。

緊
急
点
検
・
実
地
調
査

具
体
的
な
点
検
・
調
査
項
目
は
、
以
下
の
と
お
り
。

・
連
絡
が
無
く
子
ど
も
が
い
な
い
場
合
の
保
護
者
へ
の
確
認
及
び
職
員
間
に
お
け
る
情
報
共
有

・
乗
車
時
、
降
車
時
に
お
け
る
子
ど
も
の
人
数
確
認
な
ど
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制

・
担
任
職
員
が
、
バ
ス
か
ら
降
車
し
た
子
ど
も
の
情
報
と
当
日
の
出
欠
に
関
す
る
情
報
を
突
き

合
わ
せ
て
確
認
し
た
か
な
ど
の
降
車
後
の
確
認
体
制

・
同
乗
職
員
が
い
る
か
、
確
認
内
容
の
手
順
等
の
引
継
ぎ
を
行
っ
て
い
る
か
な
ど
、
送
迎
バ
ス

の
運
行
体
制
等

点
検
・
調
査
項
目

緊
急
点
検
・
実
地
調
査
の
実
施

1
5



バ
ス

送
迎

に
当

た
っ

て
の

安
全

管
理

に
関

す
る

具
体

的
な

対
策
等
を

示
す

た
め

、
保

育
所

、
幼

稚
園

、
認

定
こ

ど
も

園
及

び
特

別
支

援
学

校
幼

稚
部

に
お

け
る

バ
ス

送
迎

に
当

た
っ

て
の
安
全

管
理

の
徹

底
に

関
す

る
関

係
府

省
会

議
の

開
催

（
構

成
員

）

議
長

こ
ど

も
政

策
担

当
大

臣

・
内

閣
官

房
こ

ど
も

家
庭

庁
設

立
準

備
室

長
・
内

閣
府

子
ど

も
・

子
育

て
本

部
統

括
官

・
文

部
科

学
省

総
合

教
育

政
策

局
長

・
厚

生
労

働
省

子
ど

も
家

庭
局

長

※
警

察
庁

及
び

国
土

交
通

省
が

オ
ブ

ザ
ー

バ
ー

参
加

＜
経
過

＞

・
９
月
９
日

総
理
指
示

第
１
回

関
係
府

省
会
議
開

催

⇒
全
施
設
に
対
し
緊
急
点
検
の
実
施
、
地
方
自
治
体

に
よ
る
実
地
調

査
を
開
始
（
国
が

点
検
項
目
を
提
示

）

・
９
月

1
5
日

送
迎
バ

ス
運
行

に
お
け

る
ソ

フ
ト
・
ハ
ー
ド
そ
れ
ぞ
れ

の
事
故
防
止
対
応

を
視
察

・
９
月
2
0
日

第
２
回
関

係
府
省
会

議
開
催
（

有
識
者
か

ら
の
ヒ
ア

リ
ン
グ
）

・
駒
崎
弘

樹
全
国
小
規
模
保
育
協

議
会
理
事

・
渡
邉
正
樹

東
京
学
芸
大
学
教
職

大
学
院
教
授

・
吉
川
優
子

吉
川
慎
之
介
記
念
基
金
代
表
理
事

・
９
月
2
9
日

第
３
回
関

係
府
省
会

議
開
催
（

先
進
自
治

体
・
有
識

者
か
ら
の

ヒ
ア
リ
ン

グ
）

・
鳥
取
県

・
福
岡
県

・
内
野
光
裕

学
校
法
人
内
野
学
園
理
事
長

・
前
田
正

子
甲
南
大
学
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
創
造
学
部

教
授

⇒
「
緊
急
対
策
と
り
ま
と
め
に
当
た
っ
て
の
基
本
方
針
」
（

こ
ど
も
政
策
担
当

大
臣
指
示
）

・
1
0
月

1
2
日

第
４

回
関

係
府

省
会

議
開

催

⇒
緊
急
点
検
の
結
果

確
認
、
緊
急
対
策
の
と

り
ま
と
め

（
今

後
の
予

定
）

・
1
2
月

下
旬

以
降

第
５

回
関

係
府

省
会

議
開

催

⇒
地
方
自
治

体
に
よ
る
実
地

調
査
の
実
施
状

況
報
告

関
係
府
省
会
議
の
開
催
等

1
6



こどものバス送迎・安全徹底マニュアル 

 

※ 本マニュアルは、保育所、幼稚園、認定

こども園及び特別支援学校におけるバス送

迎に当たり、こどもの安全・確実な登園・

降園のための安全管理の徹底に関するマニ

ュアルです。 
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＊ 毎日使えるチェックシート（印刷用）は最終ページです。 

 

 

 

本マニュアルは、園（注）の現場で送迎にかかわるすべての⼈を対象に作成しています。 

・既にある園のマニュアルに追加して使⽤する、マニュアルを⾒直す際に参考にするなど、各園での

取組の補助資料としてご活⽤ください。 

・「１．毎⽇使えるチェックシート」は、⽇々の送迎時におけるこどもの⾒落とし防⽌にすぐに活⽤い

ただけるシートです。チェックシートを運転⼿席に備え付けておくなどして、ご活⽤ください。 

・「２．園の体制の確認」「３．送迎業務モデル例」は、⽇々の園の取組について、⽴ち⽌まって確認

いただきたいことについてまとめました。これらを参考に、園⻑⾃ら定期的に園での取組状況を確

認するとともに、園⻑のリーダーシップの下、研修や職員会議等の機会に送迎業務モデル例を⽤い

て園の取組の振り返りや認識合わせをするなど、各園の実情に応じてご活⽤ください。 

・その他、「４．ヒヤリ・ハットの共有」「５．こどもたちへの⽀援」「６．送迎⽤バスの装備等」は、

留意いただきたい点をまとめています。園⻑や主任職員、担任職員、運転⼿等の皆様に是⾮ご⼀読

いただき、⽇々の保育・教育等に活かしていただくようお願いします。 

 

（注）「園」には、保育所及び特別⽀援学校も含む。以下、本マニュアルにおいて同じ。 

 

施設長・園長のみなさんへのお願い（本マニュアルの使い方） 
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１．毎日使えるチェックシート 

〇バス送迎をどなたが担当しても、確実に見落としを防ぐことが重要です。 

〇最終ページのシートを印刷して運転手席に備え付けておくなどして、見

落としがないかの確認を毎日確実に行いましょう。 

※活用例 
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２．園の体制の確認 

バス送迎におけるこどもの安全の確保のためには、 

〇 全職員・関係者が共通認識をもって取り組むこと 

〇 園長の責任の下で、こどもの安全・確実な登園・降園のため

の安全管理を徹底する体制を作ること 

が重要です。 

※   園長自ら体制を定期的に確認しましょう。特に年度初めや

職員の異動がある場合には必ず確認するようにしましょう。 

（安全管理の体制づくり） 

□ 送迎時の具体的な手順と役割分担を定めたマニュアル等を作成

している。 

□ 出欠確認を行う時間、記録や共有方法等のルールを定めている。 

□ 運転手の他に職員が同乗する体制を作っている。

□ 定期的に研修等を実施している。 

□ マニュアル等について全職員に周知・徹底している。 

□ マニュアル等を送迎用バス内、又は全職員が分かる場所に設置し

ている。 

 ※通常送迎用バスを運転・同乗する職員とは別の職員等が対応する場合に備え、

運転・同乗する職員以外の職員も研修の参加対象とすることか必要です。 

□ ヒヤリ・ハットを共有する体制を作っている。

  □ 送迎用バスの運行を外部業者に委託している場合は、園で運行す

る場合と同様の安全管理体制を敷いているか確認している。 

    

（保護者との連絡体制の確保） 

□ 保護者に、欠席等の理由により送迎用バスを利用しない場合の園

への連絡の時間や方法等のルールを伝えている。 

□ 園の送迎用バスのマニュアルを保護者と共有している。 

 ※園の取組を保護者に伝え、日頃から理解・協力を得ることが大切です。 

 

（園長の責務） 

□ 園長は現場の責任者として、高い意識を持って、こどもの命を守

るための安全管理に取り組んでいる。

□ 園長は、職員相互の協力体制を築き、職員とともに安全管理に取

り組んでいる。 
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３．送迎業務モデル例 

※バス送迎業務のモデル例をまとめました。各園の業務の組立ての参考にしてください。 

①登園時 

事前準備

 

□ 運転手は、車両の点検（ライト、ランプの動作確認等）をしている。 

□ 園長・主任職員等は、運転手の健康状態を確認している。

□ 出席管理責任者は、当日の出欠を確認し、乗車名簿に反映している。 

□ 出席管理責任者は、乗車名簿を運転手、同乗職員、園長、主任職員、

担任（担当）職員と共有している。 

□  同乗職員は、緊急連絡用の携帯電話等が車内に準備されているか、

乗車前に確認している。 

乗車時（こどもが所定の場所で順次乗車）

□ 同乗職員は、こどもの顔を目視し、点呼等し、乗車を確認し、記録

している。 

□ 同乗職員は、バス停に乗車すべきこどもがいない場合や乗車しない

はずのこどもがいる場合などは、速やかに出席管理責任者に連絡し

ている。 

⇒□ 連絡を受けた出席管理責任者は、保護者に速やかに連絡して確

認している。 

□ 運転手は、乗車したこどもの着席を確認してから発車している。 

降車時（園に到着後、こどもが一斉に降車） 

□ 同乗職員は、こどもの顔を目視し、点呼等し、降車を確認し、記録

している。 

□ 運転手は、見落としがないか、車内の先頭から最後尾まで歩き、座

席下や物かげなども含め一列ずつ車内全体を見回り、確認している。 

⇒□ その日の確認業務を補助する職員も同様に確認している。 

□ 運転手は、バスの置き去り防止を支援する安全装置が動作している

ことを確認している。 

※ 「出席管理責任者」や「その日の確認業務を補助する職員」は、各

園の実情に応じて主任職員等と兼務することも考えられます。 
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降車後（こどもが全員降車後） 

 

□ 担任（担当）職員は、乗車名簿とその日の出欠状況を照合し、出席

管理責任者に報告している。 

⇒□ 情報に齟齬がある場合、出席管理責任者は、速やかに出欠につ

いて確認を行うとともに、園長等に報告している。 

□ 車内清掃・点検等を行う者は、見落としがないか最終確認している。

 

 

②降園時

事前準備～乗車時（こどもが一斉に乗車） 

 □ 出席管理責任者は、当日の出欠を反映させた乗車名簿を運転手、同

乗職員、園長、主任職員、担任（担当）職員と共有している。 

□ 同乗職員は、緊急連絡用の携帯電話等が車内に準備されているか、

乗車前に確認している。 

□ 同乗職員は、こどもの顔を目視し、点呼等し、乗車を確認し、記録

している。 

降車時（こどもが所定の場所で順次降車） 

 □ 同乗職員は、こどもの顔を目視し、点呼等し、降りる場所でこども

を保護者に引き渡したことを確認し、記録している。 

□ 運転手は、降車したこどもの安全を確認してから発車している。 

降車後（こどもが全員降車後） 

 □ 運転手は、見落としがないか、車内の先頭から最後尾まで歩き、座

席下や物かげなども含め一列ずつ車内全体を見回り、確認している。 

⇒□ その日の確認業務を補助する職員も同様に確認している。 

□ 運転手は、バスの置き去り防止を支援する安全装置が動作している

ことを確認している。 

□ 車内清掃・点検等を行う者は、見落としがないか最終確認している。 

※ 送迎用バス内におけるこどもの席を指定しておくことは、所在

確認をしやすくし、見落としを防止する効果が期待されます。 
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４．ヒヤリ・ハットの共有 

※ 以下のポイントも、こどもの安全を守る上で重要です。 

園長のリーダーシップの下、園の実情に応じて毎日の安全管理の取組に盛り込むこ

とが重要です。

□  ヒヤリ・ハット事例に気付いた職員は、すぐに園長に報告するこ

ととしている。 

□ ヒヤリ・ハット事例について職員間で共有する機会を設けるとと

もに、日頃から報告しやすい雰囲気づくりを行っている。 

□  報告のあったヒヤリ・ハット事例を踏まえ、再発防止策を講じて

いる。

※ 安全は日々の積み重ねで築かれます。職員の入れ替わり、こどもの入れ替わり

等がありますので日々学び続けることが重要です。ヒヤリ・ハットから学び続け

る姿勢が園の安全管理に関する機運を高めます。 

※ 日々のミーティングや、定例の職員会議等でヒヤリ・ハットを取り上げる時間

を設け、また、報告者に感謝を示す等して報告を推奨することが大切です。こう

した取組によって、安全管理を大切にすることが職員の共通認識となります。

 

５．こどもたちへの支援

○ 大人が万全の対応をすることでこどもを絶対に見落とさないことが

重要ですが、万が一車内に取り残された場合の危険性をこどもたちに伝

えるとともに、緊急時には外部に助けを求めるための行動がとれるよう、

こどもの発達に応じた支援を行うことも考えられます。 

○ その際、こどもたちが園生活を通じてのびのびと育つことを第一に考

え、送迎用バスに乗ることに不安を与えないよう十分留意する必要があ

ります。

 

〔支援の例〕 

・ 周囲に誰もいなくなってしまった場合を想定してクラクションを鳴ら

す訓練を実施 

・ 乗降口付近に、こどもの力でも簡単に押せ、エンジンを切った状態の時

だけクラクションと連動して鳴らすことができるボタンを設置 
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６．送迎用バスの装備等

 

 (置き去り防止を支援する安全装置について) 

〇 園の送迎用バスについて、置き去り防止を支援する安全装置の装備を

義務化します。 

〇 バスの置き去り防止を支援する安全装置については、現在、様々な企

業が開発に取り組んでいるところですが、安全装置として必要とされる

仕様に関するガイドラインを国として令和４年中に定めることとして

います。 

〇 園での購入・設置に当たっては、ガイドラインに適合している製品か

どうかに留意してください。 

※ ガイドラインに適合している製品について、ウェブサイトに掲載する

等の対応を予定しています。 

〇 安全装置の装備後は、定期的に、動作していることを確認することが

必要です。日々の送迎時において動作を確認するほか、園の安全計画等

に定期的な点検について記載し、対応してください。 

 

 

 

 (ラッピング・バス等について) 

〇 紫外線等を防止しこどもの健康や安全を守る等の観点から、送迎用バ

スにラッピングやスモークガラス等を使用する場合は、こどもの状況や

保護者の意見なども踏まえて各園において適切な対応を決めていくこ

とが重要です。 

〇 その際、外から車内の様子がほとんど見えないほどのラッピングやス

モークガラス等を使用することは、車内のこどもの存在が、外から全く

気付いてもらえなくなってしまい、置き去りによる事故発生のリスクを

高めることにつながりますので、避けるべきと考えられます。 
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※本ページをコピーしてご利用ください。 

 

 


